
 

 

 

 

 

Ⅰ 一般事項 

 １．高度地区の北側斜線と隣地斜線の取扱いについて  

 ２．斜線制限の壁面の後退による緩和について  

 ３．国道 2 号沿道の高度地区及び防火・準防火地域の指定について  

 

Ⅱ 特記事項 

 １．制限の緩和措置  

  （１）高度地区の北側斜線に係る境界線の取扱い  

  （２）高度地区の隣地斜線に係る境界線の取扱い  

  （３）敷地の高低差による緩和の取扱い  

  （４）計画道路又は予定道路の取扱い  

  （５）階段室、昇降機塔などの取扱い  

  （６）一団地認定等の取扱い  

  （７）敷地面積と外壁後退距離による緩和の取扱い  

 

 ２．適用の除外 

  （１）再開発等促進区を定める地区計画等  

  （２）一団地の住宅施設、高度利用地区等  

  （３）不適合部分を有する建築物の取り扱い  

  （４）従前の規定に違反している建築物の除外  

  （５）総合設計の許可を受けた建築物  
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高度地区の取扱いについて 













「不適合部分」⇒撤去不要

　　※大規模修繕可、

　　　大規模の模様替え可

増築可

既存建築物

高度地区による制限

増築不可

増築可 (注 1)

２．適用の除外

（1)  再開発等促進区を定める地区計画等

　都市計画法第 12 条の 4に規定する地区計画のうち、下記のいずれかに該当する場合については、

この規定は適用しない。

・都市計画法第 12 条の 5第 3項に規定する再開発等促進区で、同条第 2項第 1号に規定する地区整

備計画の区域内において建築物を建築する場合

・都市計画法第 12 条の 7に規定する地区整備計画の区域内において建築物を建築する場合

・都市計画法第 12 条の 8に規定する地区整備計画の区域内において建築物を建築する場合

（2）　一団地の住宅施設、高度利用地区等

　都市計画法の規定により定められた一団地の住宅施設、高度利用地区内に建築される建築物及び

住宅地区改良法第 2条第 1項に規定する住宅地区改良事業により建築される建築物については、こ

の規定は適用しない。

（5）  総合設計の許可を受けた建築物

　第 8種高度地区及び第 9種高度地区において建

築基準法第 59 条の 2第 1項、第 86 条第 3項及び

第 4項、第 86 条の 2第 2項及び第 3項による許可

を受けた建築物については、第 8種高度地区第 1

項及び第 9種高度地区第 1項の規定は適用しない。

（3）　不適合部分を有する建築物の取り扱い

　この規定の適用の際、現に存する建築物又は現に建

築、修繕若しくは模様替えの工事中の建築物が、この

規定に適合しない部分（以下「不適合部分」という。）

を有する場合において、当該建築物（以下「既存不適

格建築物」という。）の不適合部分に対してはこの規定

は、適用しない。
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（4）  従前の規定に違反している建築物の除外

　前号の規定は、当該規定に相当する従前の規定に違反

している建築物又は建築物の敷地には、適用しない。

注１：増築部分は緩和条件に適合しなければならない。

※「不適合部分」については、次頁参照。

※第 8種高度地区第 1項及び第 9種高度地区第 1

項は、建築物の高さの最高限度。

緩和規定の制限　



※参考

２．適用の除外（3）不適合部分について

パターン１

パターン２

既存不適格

　建築物

増築可

施行後の

建築物

敷地部分

外壁後退の位置 外壁後退の位置

増築可
既存不適格

　建築物

増築可

外壁後退の位置　

敷地境界　

外壁後退の位置　

敷地境界　

外壁後退の位置　

敷地境界　

増築可

増築可

増築可

増築可

増築可

　高度地区が施行（変更があった場合は変更施行）され、

現行の高度地区の制限に適合しない部分が、「不適合部分」となる。

　増築する建築物が、外壁後退距離の規定に適合していれば、

緩和できる空間に建築可能。

緩和規定の制限　

高度地区の制限　

既存不適格

　建築物

既存不適格

　建築物

緩和規定の制限　

高度地区の制限　

　　高度地区施行（変更があった場合は変更施行）後、
　増築する建築物において緩和できる空間まで建築
　する場合。

　　高度地区施行（変更があった場合は変更施行）前に
　建築された既存建築物で、緩和規定の外壁後退距離に
　適合しない部分は「不適合部分」とみなし、増築する
　建築物が壁面後退の規定に適合していれば、緩和でき
　る空間に増築可能。

　　高度地区施行（変更があった場合は変更施行）後、
　建築物を建築し、その建築物に対し増築する場合。

　　高度地区の緩和規定の条件は既に施行されているので、
　増築する建築物は緩和できる空間に増築不可能。

増築不可

緩和規定の制限　

高度地区の制限　

施行後の

建築物

…不適合部分

　「不適合部分」とは、①高度地区が施行（変更があった場合は変更施行）され、現行の高度地区の制限に適合

しない部分、②増築する建築物を緩和できる空間まで建築する際、高度地区の施行当時は適合だった既存建築物で、

緩和規定の外壁後退距離に適合しない部分等を指す。

　


